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施設サービスを利用

在宅サービスを利用

住宅改修の利用は

19ページへ

29ページへ

福祉用具の利用は 28ページへ

地域密着型サービスは 26ページへ

　訪問介護や通所介護などを行うサービス事
業者と契約します。

サービス事業者と契約

居宅介護支援事業者
❶利用者の現状を把握
　ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題
を把握してサービス利用の原案を作成します。
❷サービス事業者との話し合い
　利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケ
アマネジャーを中心に話し合います。
❸ケアプランの作成
　作成されたケアプランの具体的な内容について利
用者の同意を得ます。

ケアプランの作成

介護サービスの利用のしかた

　依頼する居宅介護支援事
業者が決まったら松山市に
「居宅サービス計画作成依
頼届出書」を提出します。

ケアプラン作成を依頼

在宅でサービスを利用したい

16ページへ

ケアプランの作成

　入所を希望する施設
に直接申し込みます。
居宅介護支援事業者な
どに紹介してもらうこ
ともできます。

　入所した施設で、ケ
アマネジャーが利用者
に合ったケアプランを
作成します。

介護保険施設と契約

施設に入所したい

要介護1～5の人〈介護サービス〉

　おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額（支給限度額）が決められています。上限
額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、または3割ですが、上限を超え
てサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。

介護サービスを利用するときは費用の一部を負担します

おもな在宅サービスの支給限度額（1か月）

上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

　「要介護1～5」と認定された人は、介護サービスを利用します。居宅
介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込ん
だケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

●2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以
上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身の場合
280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

●3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以
上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合
340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

要介護状態区分

167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

支給限度額

　同じ月に利用した介護保険サービスの
利用者負担を合算（同じ世帯内に複数の
利用者がいる場合には世帯合算）し、上
限額を超えたときは、申請により超えた
分が「高額介護サービス費」として後か
ら支給されます。

■利用者負担が高額になったとき
利用者負担段階区分 上限額（月額）

44,400円世帯

世帯 44,400円

世帯 93,000円

世帯 140,100円

世帯 24,600円

世帯 15,000円
個人 15,000円

個人 15,000円

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで
　生活保護の受給者とならない場合

●一般（住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合）
●課税所得145万円以上380万円未満

●課税所得380万円以上690万円未満
●課税所得690万円以上

●住民税世帯非課税等

●課税年金収入額とその他の合計所得金額
の合計が80万円以下の人

●老齢福祉年金の受給者

　介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給され
る「高額医療・高額介護合算制度」があります。➡詳しくは25ページをご覧ください。

居宅介護支援
　ケアマネジャーが、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに
沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。
　ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担は
ありません。

サービス利用の相談は無料です
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※早朝・夜間は25％加算、深夜は50％加算されます。

※早朝・夜間は25％加算、深夜は50％加算。緊急時訪問
看護加算、特別な管理を必要とする場合などの加算があ
ります。

介護サービス（在宅サービス）
　在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや施設に通って受ける通
所サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。
●｢利用者負担のめやす」は、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。このほかにサービスの
内容や地域による加算などがあります。

●共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスが利用できます。

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、
買い物などの身体介護や生活援助をします。通院など
を目的とした乗降介助も利用できます。

訪問入浴介護

1回 1,266円 1回※ 308円

　介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を
訪問し、入浴介護をします。

　医師の指示で理学療法士や作業療法士、言
語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーショ
ンをします。

訪問介護（ホームヘルプ）

訪問リハビリテーション

●主なサービス内容

身体介護の例
●食事や入浴の介助
●オムツの交換、排せつの介助
●衣類の着脱の介助
●洗髪、つめ切り、身体の清拭
●通院・外出の付き添い　など

生活援助の例
●食事の準備や調理
●衣類の洗濯や補修
●掃除や整理整頓
●生活必需品の買い物
●薬の受け取り　など

身体介護中心
（20分以上30分未満の場合） 244円

生活援助中心
（20分以上45分未満の場合） 179円

●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす ●利用者負担のめやす

訪問してもらい利用するサービス

自宅での日常生活の手助け

令和6年4月から 利用者負担のめやすが変わりました。ただし、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護、
通所リハビリテーションについては、令和6年6月から変わりました。

※20分間リハビリテーションを行った場合。

居宅療養管理指導 訪問看護

471円

399円

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士な
どが通院が困難な
人の居宅を訪問し、
療養上の管理や指
導をします。

　通所介護施設で、食事、入浴などの日常
生活上の支援や、生活行為向上のための支
援を日帰りで行います。

　介護老人保健施設や医療機関などで、入
浴などの日常生活上の支援や、生活行為向
上のためのリハビリテーションを日帰りで
行います。

要介護1 658円
要介護2 777円
要介護3 900円
要介護4 1,023円
要介護5 1,148円

要介護1 762円
要介護2 903円
要介護3
要介護4 1,215円

1,046円

要介護5 1,379円

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

施設に通って利用するサービス

●利用者負担のめやす
●利用者負担のめやす 訪問看護ステーションから

（30分未満の場合）

病院または診療所から
（30分未満の場合）

通所介護（デイサービス） 通所リハビリテーション（デイケア）

●利用者負担のめやす
〈通常規模の事業所の場合〉
（7時間以上8時間未満の場合）

〈単一建物居住者1人に対して行う場合〉

〈通常規模の事業所の場合〉
（7時間以上8時間未満の場合）

●利用者負担のめやす

※送迎を含みます。
※食費、日常生活費は別途必要です。
※個別の機能訓練や入浴を行った場合の加算があります。

※送迎を含みます。
※食費、日常生活費は別途必要です。
※個別の機能訓練や入浴を行った場合の加算があります。

　疾患などを抱えている人について、医師
の指示で看護師などが居宅を訪問し、療養
上の世話や診療の補助をします。

せいしき

515円医師が行う場合
（月2回まで）

517円歯科医師が行う場合
（月2回まで）
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特定施設入居者生活介護
　指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している人が、入浴、排せつ、食事などの
介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。

　介護老人福祉施設などに短期間入所して、
食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支
援や機能訓練などが受けられます。

　介護老人保健施設などに短期間入所して、
医療上のケアを含む日常生活上の支援や機
能訓練、医師の診療などが受けられます。

有料老人ホームなどに入居している人が利用するサービス

短期間施設に入所して利用するサービス ※連続した利用が30日を超えた場合、
31日目は全額利用者負担となります。

要介護1 542円
要介護2 609円
要介護3 679円
要介護4 744円
要介護5 813円

753円

801円

864円

918円

971円

830円

880円

944円

1,052円

997円 1,003円

836円

883円

948円

1,056円

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

従来型個室 多床室

603円

672円

745円

815円

884円

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

603円

672円

745円

815円

884円

従来型個室 多床室

●利用者負担のめやす（1日）

短期入所生活介護
（ショートステイ）

短期入所療養介護
（ショートステイ）

●利用者負担のめやす（1日） ●利用者負担のめやす（1日）
〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉

704円

772円

847円

918円

987円

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※食費、日常生活費、居住費は別途必要です。

※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。

〈介護老人保健施設の場合〉

介護サービス（施設サービス）

〕

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額になります。
●住民税非課税世帯でも別世帯の配偶者や内縁関係の者が住民税課税の場合は対象になりません。
●第2号被保険者の預貯金等については、全ての段階において1,000万円（夫婦は2,000万円）以下となります。

　施設サービスは、介護が中心か治療が
中心かなどによって入所する施設を選択
します。入所の申し込みは介護保険施設
へ直接行います。
●要支援1・2の人は、施設サービスは利用できま
せん。

　病状が安定している人に対し、医学的管理のもと
で看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。
医療上のケアやリハビリテーション、介護を一体的
に提供し、家庭への復帰を支援します。

介護老人保健施設（老人保健施設）
リハビリを受けたい

　寝たきりや認知症で日常生活で常時介護が必要で、自
宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せ
つなどの介護や療養上の世話が受けられます。
※新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
生活全般の介護が必要

介護医療院
　医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための
医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日
常生活上の介護などが受けられます。

生活の場で長期療養したい
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要介護1～5の人〈介護サービス〉

第1
段階

第2
段階

第3
段階
①

第3
段階
②

300円

390円

300円

600円

1,300円1,360円

1,000円650円

利用者負担段階 ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

食費居住費等

●本人および世帯全員が住民税非
課税で、老齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者

本人および世帯全員が住民税非課
税で、課税年金収入額＋非課税年
金収入額＋その他の合計所得金額
が80万円以下の人
本人および世帯全員が住民税非課
税で、課税年金収入額＋非課税年
金収入額＋その他の合計所得金額
が80万円超120万円以下の人
本人および世帯全員が住民税非課
税で、課税年金収入額＋非課税年
金収入額＋その他の合計所得金額
が120万円超の人

1,000万円
〔2,000万円〕

以下

650万円
〔1,650万円〕

以下

550万円
〔1,550万円〕

以下

500万円
〔1,500万円〕

以下

預貯金等 
※夫婦は〔   〕内  

　施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割、または3割・居住費等・食費・日常生活費を利用
者が負担します。居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額
(基準費用額）が定められています。

　ただし、低所得の人の施設利用が困難にならないように、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額まで
を負担し、超えた分は介護保険から給付されます（特定入所者介護サービス費等）。　

施設サービスを利用した場合の利用者負担

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額になります。

2,006円
【2,066円】

1,668円
【1,728円】

1,668円（1,171円）
【1,728円（1,231円）】

1,445円377円（855円）
【437円（915円）】

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
食費居住費等

●基準費用額（1日あたり）

820円
【880円】

820円
【880円】

1,310円
【1,370円】

1,310円
【1,370円】

490円
【550円】

490円
【550円】

1,310円
【1,370円】

1,310円
【1,370円】

0円

370円
【430円】

370円
【430円】

370円
【430円】

●負担限度額（1日あたり）
※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額になります。

令和6年8月から 居住費等の金額が変わります。【　】内が8月からの金額です。

令和6年8月から 居住費等の金額が変わります。【　】内が8月からの金額です。

490円
（320円）
550円
（380円）
490円
（420円）
550円
（480円）
1,310円
（820円）
1,370円
（880円）
1,310円
（820円）
1,370円
（880円）


